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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別商品の識別子情報が付与されたピッキング対象物及び前記ピッキング対象物の近傍
の少なくとも一方に対してピッキングされるべき対象物を特定するための第１の映像を投
影し、前記ピッキング対象物が投入される容器識別子が付与された容器に対して前記対象
物を投入すべき出荷容器を特定するための第２の映像を投影する投影装置であって前記第
１及び第２の映像の投影の方向及び位置を装置単体として変動可能な投影装置と、
　前記容器識別子の位置情報を読み取ることで容器位置情報を得る識別子認識装置と、
　前記投影装置による前記第１及び第２の映像の投影を制御しつつ前記識別子認識装置に
より読み取られた前記容器位置情報に基づいて前記第２の映像を前記容器の移動に追尾し
て移動投影するように前記投影装置の投影の方向及び位置を変動させるように前記投影装
置を制御する制御装置と
　を具備した投影装置利用ピッキング装置。
【請求項２】
　前記投影装置は前記ピッキング対象物を一時仮置きする仮置き台に更に第３の映像を投
影し、
　前記制御装置は、前記投影装置による前記第１及び第２並びに第３の映像の投影を制御
することを特徴とする請求項１記載の投影装置利用ピッキング装置。
【請求項３】
　前記第１及び／もしくは第２の映像は、前記制御装置から指示された前記ピッキング対
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象物を特定するための紐付けされた映像であることを特徴とする請求項１記載の投影装置
利用ピッキング装置。
【請求項４】
　前記第１及び／もしくは第２の映像は、前記ピッキング対象物の映像及び／若しくは前
記ピッキング対象物を特定するための識別マーク、文字、図形、記号、色彩の少なくとも
いずれかを含む映像情報であって、数量、大きさ、色、濃淡、点滅の少なくともいずれか
が選択され、複数の前記ピッキング対象物について同時に投影されることを特徴とする請
求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の投影装置利用ピッキング装置。
【請求項５】
　前記第１及び／もしくは第２の映像は、前記ピッキング対象物のピッキング作業及び／
若しくは前記容器への投入作業の終了のアクションを催促するための映像情報及び／若し
くは商品個別情報を含むことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の投
影装置利用ピッキング装置。
【請求項６】
　前記制御装置に連接した画像認識装置及び／若しくは音声認識装置を更に具備し、
　前記第１及び／もしくは第２の映像について、特定の前記ピッキング対象物のピッキン
グ作業及び／若しくは前記容器への投入作業の終了の情報を前記制御装置及び／若しくは
前記画像認識装置及び／若しくは前記音声認識装置が認識した後、投影が終了されること
を特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の投影装置利用ピッキング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品物流保管倉庫における物品（商品）の出荷において、物品を出荷先別に
仕分け容器投入するピッキングシステムに係り、特にプロジェクタ投影映像を用いたピッ
キング作業補助に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、商品入出庫及び保管倉庫においては、商品の出荷の際、多種多量の商品を効
率よく入荷又は保管した上でそれらの商品を出荷先別に選択して取り出し、出荷先別容器
等に振分け投入して出荷する。特に商品配送センターにおいては、出荷される商品は個別
商品棚に配置され、作業者がそれらの商品を出荷情報に基づいて選択ピッキングし、コン
ベア上を流れる出荷先別容器に投入して、最終的に集品された容器が顧客先へと出荷され
る。このように個別商品を選択し出荷先別に仕分けて容器に投入する作業を総合してピッ
キング作業と称する。
【０００３】
　ピッキング作業は、商品に貼付されたバーコード等の識別表示をバーコードリーダ等の
装置を用いて読み取り、表示された出荷先情報に従ってその出荷用容器やケース又はオリ
コン等に投入するという基本的な作業であり、このような旧来の方法は煩雑な作業である
ため様々な技術開発により見直しが成されている。現在では、商品配送センター他の入出
庫管理システムの出荷情報に連動したランプの点灯表示等の指示に従い作業者は商品棚か
ら商品をピッキングし、同様にランプ点灯表示されたコンベア上の出荷容器に投入すると
いうピッキングミスを最小限にした単純作業化された出荷システムが採用されている。
【０００４】
　しかし、多品種の商品を出荷先別にピッキングする作業は、作業者による手作業が介在
するため、簡単な作業ではあるものの単純継続作業であることから選択投入ミス（以降、
「ピッキングミス」と称する。）も発生し易い。近年では、ピッキングミスを防止するた
めの様々な技術が開発されており、下記に挙げるような参考文献によっても各種技術思想
の提案がなされている。
【０００５】
　例えば、特許文献１では、商品投入容器のある棚開口の周囲に囲うように蛍光管を設置
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して点灯させることにより、商品の出荷先別の棚を作業者が間違えることなく投入できる
ようにした技術思想が開示されている。上記商品は全てバーコード等で出荷先が設定され
ており、情報管理装置によって管理されているため、その商品の出荷先の容器開口の蛍光
管だけを点灯させることができ、作業者はそのライトに従って商品を投入すればよい。ま
た開口の前面には数量表示なども点灯しているため、投入する商品の数もその数量表示に
従えばよい。
【０００６】
　しかしこのようなシステムの場合、全ての投入容器に点灯するライト及び数の表示器等
の設備の設置が必要であり、それらの設備は全て入出庫管理システムと連動していなけれ
ばならない。おびただしい種類の商品を的確に選択し顧客別の配送容器に正確に投入する
ことを要求される商品出荷配送センターにおいて、このようなシステムを投入することは
膨大な設備投資を伴うことは言うまでもない。
【０００７】
　例えば、特許文献２では、装置組立作業支援の一手法として、作業順番に則り作業者が
作業部品格納箱から取り出すべき部品の位置を、プロジェクタから投影される映像を介し
て指示する作業支援装置の技術思想が開示されている。映像による部品の指定及び映像を
介した作業指示を行う作業支援方法は、作業者の単純ミスを回避するために有効である。
【０００８】
　しかし特許文献２においては、その作業が的確に成されたか否かについての判断は、部
品取り出しにおける作業者の手の動きによる遮光のみをセンサーで感知する仕組みとなっ
ており、その後の組立作業行為そのものの的確性については言及がされていない。つまり
、課題においても装置を組み立てる製造工程においての限られた部品を正確に取り出すこ
とに限定されており、組立作業行為自体の正確性を支援又は追求するものではない。
【０００９】
　前述のように、商品配送センターにおけるおびただしい種類の物品の選択ピッキング及
びそれらの的確な配送容器への投入（上記作業行為そのもの）の両方の的確性を支援する
という本発明の課題とは趣旨を異にするものと言える。
【００１０】
　以上のように、多品種多種類の商品を顧客である仕向け先に配送するための物流拠点に
おけるピッキング作業においては、指定された商品を必要な数だけ的確に選択し、ピッキ
ングし、且つコンベア上を移動する配送容器に正確に投入するというすべての作業行為に
対して、単純ミスであるピッキングミスを発生させることなく、早く、継続して作業をさ
せる支援技術が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１２－２４０７６５号公報
【特許文献２】特開２００８－２２２３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　このように、商品物流保管倉庫での物品（商品）の出荷の際の出荷先別ピッキング作業
において、作業のスピードアップを図りつつ作業者の単純ミスを最小限にするピッキング
システム及びその装置の開発が望まれていた。
【００１３】
　初心者でもわかり易く、間違えなく必要な商品を商品棚から選択して取り出し、コンベ
ア上を流れる顧客別の指定された配送容器に確実に投入するというピッキング作業を、作
業者に出来るならば考える余地を与えずに単純に継続して、しかも早く作業させるための
的確な支援システムが望まれている。また、その作業指示は商品物流センターにおける入
出庫管理システム及び倉庫保管管理システムと連動し、受注出荷情報に基づく顧客別配送
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管理システムの一環でなくてはならない。
【００１４】
　本発明はこうした従来技術上の問題点を解決することを企図したものであり、ピッキン
グ作業の作業性を格段に向上させつつ、経済効率も格段に向上させることの可能な物品ダ
イレクトピッキングシステムを提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　かかる課題を解決するため、本発明に係るプロジェクタ利用ピッキング装置は、
　ピッキング対象物及び／若しくは前記ピッキング対象物を投入する容器に映像を投影す
る投影装置（プロジェクタ）と、
　前記ピッキング対象物の商品棚と、
　前記ピッキング対象物を投入する出荷容器と、
　前記ピッキング対象物を投入する出荷容器が運ばれるコンベアと、
　前記ピッキング対象物の出荷情報処理装置と、
　前記ピッキング対象物出荷情報処理装置と連動した前記投影装置の制御装置と
　を具備して構成される。
【００１６】
　本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置の前記映像は、前記出荷情報処理装置から前
記ピッキング対象物の出荷に伴い伝達され、前記投影装置の制御装置から指示された前記
ピッキング対象物を特定するための紐付けされた映像であって、前記ピッキング対象物及
び／若しくはその近傍の前記商品棚に投影され、及び／若しくは前記ピッキング対象物を
投入する出荷容器に投影され、及び／若しくは前記コンベア近傍の仮置き棚に投影される
映像であることを特徴とする。
【００１７】
　本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置の前記映像は、特定された前記ピッキング対
象物を投入する容器であって前記コンベアの移動と共に移動する容器を追随して投影され
る映像であることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置の前記映像は、前記ピッキング対象物
の映像及び／若しくは前記ピッキング対象物を特定する情報映像（識別マーク、文字、図
形、記号、色彩）であって、数量、大きさ、色、濃淡、点滅が選択され、複数の前記ピッ
キング対象物について同時に投影されることを特徴とする。
【００１９】
　つまり、本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置は、出荷情報処理装置から発せられ
た特定商品の出荷指示に従い、投影装置の制御装置が、その特定商品の映像を選択し且つ
その特定商品の商品棚位置情報と共に投影装置に伝達し、その映像を商品棚の特定商品に
投影させる。同様に、その特定商品の出荷容器のコンベア上の位置情報を受け、特定商品
の映像を出荷容器上に投影する。
【００２０】
　例えば従来は、商品棚においても商品別に又は商品カテゴリ間口別に点灯ランプ又は表
示板等の設置が必要であり、それらは全て出荷管理情報に電気的に接続される必要がある
ため、ピッキング作業の現場全体に係る設備投資が必要であったが、本発明のプロジェク
タ利用ピッキング装置においては、プロジェクタ装置によって映像投影できる範囲であれ
ば全て対応できるため設備投資はわずかである。プロジェクタ装置の数は必要に応じて増
やして併設すればよい。
【００２１】
　出荷容器には出荷先別の識別子が付されており、コンベア上を移動する出荷容器の位置
は識別子画像認識装置によって認識され、設定されたコンベアスピードに則って位置情報
が投影装置の制御装置に伝達されるため、コンベアと共に移動している出荷容器に合せて
映像を移動投影する。その技術は周知技術の範囲で十分対応できる。本発明は投影のため



(5) JP 6411204 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

の個別技術を限定するものではない。
【００２２】
　ピッキング作業者は、映像が投影された商品を商品棚から選択し、同様に映像が投影さ
れた出荷容器に投入するだけでピッキング作業が終了する。映像による指示は、作業者に
とって非常に簡単でわかり易く、且つ視覚を通して強く印象に残る情報であるためピッキ
ングミスが激減し、長時間の継続作業が容易となる。
【００２３】
　商品の映像は、その商品ごとに予め作成された映像情報であり、前記識別マーク、文字
、図形等を含めて映像の内容に制限はない。ピッキングすべき数も指定できる。その他、
作業者に伝達すべき特定商品の付随情報についても映像の中に含めることができるため、
視覚認知できる情報であればあらゆる情報を作業者に伝達及び指示することができる。
【００２４】
　本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置の前記映像は、前記ピッキング対象物のピッ
キング作業及び／若しくは仮置き台への移動作業及び／若しくは前記容器への投入作業の
終了のアクションを催促するための映像情報及び／若しくは商品個別情報を含むことを特
徴とする。
【００２５】
　本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置の前記映像は、特定の前記ピッキング対象物
のピッキング作業及び／若しくは仮置き台への移動作業及び／若しくは前記容器への投入
作業の終了の情報を前記投影装置の制御装置及び／若しくは前記投影装置の制御装置に連
接した画像認識装置及び／若しくは音声認識装置が認識した後、当該特定の前記映像の投
影が終了されることを特徴とする。
【００２６】
　つまり商品の映像の中には、作業終了の際、作業者がアクションすべき方法も情報とし
て含めることができる。商品選択作業、コンベア待ち時間を調整するための仮置き作業、
出荷容器投入作業など各々の作業において、作業終了時に作業者が返信伝達すべきアクシ
ョンを、映像を介して作業者が認知することができる。そして作業者は、作業終了後その
アクションを実施すればよい。もちろんそのアクションの方法は、電気スイッチ操作であ
ってもよく、集音マイクを介した音声送信又は無線送信手段、身体のアクションであって
もよい。これらのアクションは、本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置が感知し、そ
の作業の終了を認知する。身体のアクション等は、プロジェクタに画像認識装置（画像撮
像認識装置）が有れば周知技術によって対応できる。
【００２７】
　また、取り扱う商品の大きさや出荷配送センターの広さ等によって制限を受けるに様々
な異なるピッキング作業現場においても、本発明のプロジェクタ利用ピッキング装置は対
応できる。例えば非常に長いコンベア上を出荷容器が移動するのであれば、それに応じた
プロジェクタの数を併設すればよい。当然ながら本システムの指示情報は全て連接され、
必要な範囲で必要なプロジェクタが映像を投影すればよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、多品種多種類の商品を顧客である仕向け先に配送するための物流拠点
のピッキング作業において、ピッキング作業者が、指定された商品を必要な数だけ適格に
選択し、ピッキングし、且つコンベア上を移動する配送容器に正確に投入するというすべ
ての作業行為に対して、単純なピッキングミスを発生させることなく、早く、継続して作
業をすることができる。
【００２９】
　また、商品棚やコンベア隣接部等に出荷管理システムと連動した個別のランプ点灯設備
などの設備投資は不要であり、安全性と作業性を格段に向上させつつ、経済効率も格段に
向上させることの可能な商品出荷システムが実現される。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の全体イメージを示
した斜視概念図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の商品棚投影イメー
ジを示した斜視概念図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置のコンベア側出荷容
器への投影イメージを示した概念図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の出荷容器への複数
映像の投影イメージを示した概念図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置を構成する機能ブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。なお、以下では
本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当部分の説
明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技術による
ものとする。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の全体イメージを
示した斜視概念図である。同図に示すように、一般的にピッキング作業現場では、多種類
の出荷用商品を個別商品１７ごとに配膳された商品棚１６の前を出荷用容器１４と共に流
れるコンベア１３が配置されている。その間はピッキング作業を行う作業者１５が介在す
る。本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置においては、その前方上
部に投影装置であるプロジェクタ１１が設置されており、プロジェクタ１１は、プロジェ
クタ制御装置１２で制御されている。
【００３３】
　商品棚１６の個別商品１７はその識別ＩＤ（例えばバーコード等の識別子情報）により
、商品棚１６の間口や配膳位置（保管住所）がすべて決定されており、その位置通りに配
膳されている。また、コンベア１３によって流れる個別の出荷容器１４も、その識別ＩＤ
（例えばバーコード等の識別子情報）によって出荷先や投入されるべき商品が全て予め決
定されている。
【００３４】
　図１に示すように、プロジェクタ１１からは様々な映像が、商品棚１６の個別商品１７
及びコンベア１３の上を流れる出荷容器１４等に向かって投影されている。個別商品１７
への投影映像は、商品の上への直接投影であってもよく、また商品近傍の商品棚間口であ
ってもよい。出荷容器１４に投影された投影映像１９は、コンベア１３及び出荷容器１４
の移動に伴い出荷容器１４を追尾するように移動する。
【００３５】
　詳細は後述するが、商品配送センターの商品入出荷管理情報システムに連動するプロジ
ェクタ制御装置が、作業者がピッキングすべき商品棚１６の個別商品１７に個別映像を投
影し、作業者１５はその商品をピッキングする。また同様に、商品配送センターの商品入
出荷管理情報システムに連動するプロジェクタ制御装置１２が、その個別商品を投入すべ
き出荷容器１４に個別映像を投影し、作業者１５は、その商品をその容器に投入する。
【００３６】
　出荷容器１４に投影された投影映像１９は、コンベアの速度及び個別出荷容器ＩＤ認識
装置によって、その位置及び移動速度等の情報が商品入出荷管理情報システムを経由して
プロジェクタ制御装置１２に伝達されるため、その情報に従いプロジェクタ１１が個別出
荷容器への投影映像１９を同速度で移動させることによって、出荷容器には同一投影映像
が追尾して投影される。
【００３７】
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　作業者は投影映像の指示に従い商品を商品棚から選択ピッキングし投影映像の指示に従
ってその商品を出荷容器に投入すればよい。映像情報は作業者にとって視覚認識し易く、
わかり易く且つ印象的で意識に残るため、非常に単純でわかり易い作業となる。ピッキン
グミスの発生を激減させることができる。
【００３８】
　図２は、本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の商品棚投影イメ
ージを示した斜視概念図である。同図に示すように、商品棚１６の個別商品１７に対して
、上部に設置されたプロジェクタ１１が投影映像１９を投影する。投影映像は、ピッキン
グすべき商品に直接投影されてもよいし、又はその近傍間口に投影されてもよい。個別商
品の投影映像１９は、前方のコンベア１３上を流れる出荷容器１４の接近するタイミング
に従い、商品個別識別ＩＤ情報に則りその商品の配膳された棚位置に逐次移動して投影さ
れる。
【００３９】
　図２に示すように、プロジェクタ１１は、支柱２０を介して方向及び位置を変動させる
システムを用いてもよい。また、プロジェクタ１１は図２に示すように、商品棚１６の上
方に設置されていてもよいし、図１のようにコンベア側の前面上方に設置されていてもよ
い。また複数台のプロジェクタ１１を並列仕様で稼働させてもよい。これらは従来の技術
によって対応できる。
【００４０】
　図２に示すように、プロジェクタから投影される投影映像は、個別商品のみに映像投影
されているように図には描かれているが、例えば投影映像は商品棚１６の間口前面側をす
べて一画面として投影するものであって、個別商品部分のみが必要映像であり、その他の
部分は白色又は無色、黒色等の映像のない投影であってもよい。これらはプロジェクタ投
影方式の従来技術の選択の問題であり、それは全て本願の技術思想に含まれる。加えて本
願の特徴は、個別商品の位置を明確に指示するための映像を作業者に示すために、必要な
情報と共に商品位置情報として投影することにある。
【００４１】
　図３は、本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置のコンベア側出荷
容器への投影イメージを示した概念図である。同図に示すように、プロジェクタ１１はコ
ンベア１３の上を流れる出荷容器１４に投影映像１９を投影する。商品棚１６から個別商
品をピッキングした作業者１５は、その商品を投入すべき投影映像１９の投影された出荷
容器１４にその商品を投入する。投影された各々の映像は、全て各々の個別作業のための
異なる個別映像であり、作業者が作業を間違えることはない。もちろん作業の優先順位を
も映像情報の中には含まれる。
【００４２】
　商品入出庫管理情報システムと連動したコンベア稼働システムと出荷容器１４に付され
た個別出荷容器ＩＤの定位置識別読取り等の情報により、その個別出荷容器がコンベア１
３のどの位置をどのような速度で移動しているか等の個別出荷容器の位置情報はプロジェ
クタ制御装置に伝達される。その情報に基づいてプロジェクタ１１は、投入すべき商品の
個別映像をその個別出荷容器１４に追尾して投影する。
【００４３】
　図３に示すように、プロジェクタ１１から投影される映像は、個別商品の識別ＩＤと出
荷容器識別ＩＤに従い、ピッキングすべき商品の位置及び時間、投影すべき個別商品の投
影映像そして作業すべき作業者１５が決定されるため、その情報に従いプロジェクタ制御
装置１２及びプロジェクタ１１が映像を投影する。そして複数の個別商品の複数の投影映
像が、複数の作業者に対して同時並行で複数の出荷容器に投影させることができる。
【００４４】
　また、同一の作業者に対しても、複数の個別商品の個別投影映像を複数の出荷容器に投
影することもできる。これらの複数の投影映像は、例えば投影映像の色、濃淡、番号表示
等によって作業者に作業順番を指示することもできる。また、出荷容器の到着待ち時間を
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有効に活用するため商品を一時仮置き棚１８に仮置くための仮置き指示を表示することも
できる。投影映像に数の表示を用いて複数の商品を同一出荷容器に投入することも可能で
ある。
【００４５】
　図４は、本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置の出荷容器への複
数映像の投影イメージを示した概念図である。同図に示すように、コンベア１３の上を流
れる出荷容器１４に投影映像１９が投影されている。例えば、投影映像１９は、出荷先の
決定された個別の出荷容器１４に投影された特定の商品の映像であり、商品棚１６に投影
された投影映像１９ａは、その特定商品の上又はその近傍に投影された特定商品をピッキ
ングするための投影映像である。
【００４６】
　また、例えばその特定商品を投入すべき出荷容器１４がコンベア１３の上流にある場合
は、その出荷容器にも特定商品の投影映像（待ち時間を有する出荷容器への投影映像）１
９ｃが投影される。そして待ち時間を有する出荷容器への投影映像１９ｃに投入されるべ
き特定商品は一時的に仮置き棚１８の上に投影映像１９ｂが投影されて、その上に作業者
によって待ち時間を有する出荷容器への投影映像１９ｃが投影された出荷容器が来るまで
仮置きされる（仮置き作業）。商品棚の特定商品に投影された投影映像１９ａに投影され
た数値「３」は例えばピッキングすべき特定商品の数であり、投影映像１９の数値「２」
に従い２個投入される。そして投影映像１９ｃの数値「１」はその出荷容器へ投入する特
定商品の数であり、投仮置き棚１８の投影映像１９ｂの指示「１」の通り仮置き棚に１個
が仮置きされる。
【００４７】
　このように本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置によれば、投影
映像によってピッキングする商品や商品数のみならず、仮置き等の特殊作業の指示も作業
者に簡易に伝達することができる。これらの指示の詳細は、全て投影映像の中に盛り込む
ことができる。つまり投影映像の文字、図形、記号、画像形状、模様、色彩、濃淡等の違
いを利用して様々な情報及び指示を作業者に伝達することができる。作業者は投影映像の
指示及び指示順番等に従い単純作業をミスのないように実行することにより、ピッキング
作業は論理的に最も早く実施することができるようになる。つまり作業者の作業ロス時間
が最小になるように全ての作業順番及び作業組合せを論理的に予め設定することができる
。もちろん作業者同士の作業の配分も作業者のスキルに応じて予め設定することができる
ため同様に論理的対応することが可能である。
【００４８】
　図５は、本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置を構成する機能ブ
ロック図である。同図に示されるように、本システムは商品配送センターの入出庫管理等
を総合して管理する商品配送センター管理システム１０１に連動している。商品出荷管理
情報システム１１０には、出荷商品ＩＤ情報１１１、出荷容器ＩＤ情報１１２、商品棚情
報１１３が含まれている。商品容器ＩＤ情報１１２は、出荷容器コンベア位置情報１５０
に連接している。その他、個別商品投影映像情報１２０、ピッキング作業プログラム１６
０、仮置き等特殊作業プログラム１３０、終了情報認知システム１４０等のシステムとも
連動している。
【００４９】
　本発明の一実施形態に係るプロジェクタ利用ピッキング装置１００では、商品出荷管理
情報システム１１０の商品出荷情報に基づいて、出荷商品ＩＤ情報１１１の中の特定出荷
商品ＩＤと出荷容器ＩＤ情報１１２の中の特定出荷容器ＩＤ及び商品棚情報１１３（特定
商品位置情報）が紐付けされる。コンベア上を流れる出荷容器コンベア位置情報１５０が
同様に紐付けされる。そして特定出荷商品ＩＤに基づいて個別商品投影映像情報１２０の
中から特定商品投影画像が選択される。ピッキング作業プログラム１６０、仮置き等特殊
作業プログラム１３０によって、ピッキング作業現場に投影される映像情報がプロジェク
タ制御装置１２に伝達され、指示された投影映像をプロジェクタ１１が投影する。
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【００５０】
　終了情報認知システム１４０は、ピッキング作業のそれぞれの作業行為の終了情報を得
て、各々の作業に係る投影映像の投影終了をプロジェクタ制御装置１２に指示し、投影映
像の投影を終了する。作業者による商品の商品棚からのピッキング作業及び出荷容器への
商品投入作業そして仮置き等の特殊作業においては、それらの作業を終了した際、作業者
はその作業終了の情報をプロジェクタ利用ピッキング装置に伝達する。
【００５１】
　上記の終了情報の伝達方法は、例えば作業者が装着したマイクによる音声情報入力であ
ってもよいし、同様に装着した携帯通信機器のスイッチ入力であってもよい。または商品
棚、コンベア近傍にあるボタンスイッチであってもフットスイッチであってもよい。又は
特定の作業アクションをプロジェクタ１１に併設された画像認識装置で画像認識する方法
であってもよい。
【００５２】
　これらの終了情報を得て、本システムからは次の作業指示のための投影映像が投影され
ることになる。また、特定出荷容器には指示通りの特定商品が投入されたことを商品配送
センター管理システム１０１が認知して、商品の出荷へと配送手順が進行される。これら
の一連の作業は全て商品配送センター管理システム１０１によって管理することが可能で
ある。
【００５３】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲内で種々変更して実施することが可能であり、特許請求の範囲と均等の範囲内での
全ての変更が含まれることが意図される。例えば、出荷容器が複数のコンベア上を流れる
場合や、特殊容器への投入の場合又は出荷容器のないコンベア上の特定位置への投入（配
置）の場合など全て本システムによる対応が可能である。これらはいずれもすべて、本技
術思想の一部である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　上述したように、本プロジェクタ利用ピッキング装置に係る発明によれば、中間物流拠
点である商品配送センターにおける作業者の商品ピッキング作業が格段に速くなり作業ミ
スも激減するため、経済効率も格段に向上させることが可能である。
【００５７】
　また本発明は、その適応作業を商品のピッキング作業に限定されることなく、あらゆる
物品のピッキング用途に対しても利用・適用可能である。よって本願は、商品物流産業の
他、製造業、サービス業等各種産業に対して大きな有益性をもたらすものであり、産業の
利用可能性は非常に大きい。
【符号の説明】
【００５８】
　１　　プロジェクタ利用ピッキング装置
１１　　プロジェクタ（投影装置）
１２　　プロジェクタ制御装置
１３　　コンベア
１４　　出荷容器
１５　　作業者
１６　　商品棚
１７　　個別商品（間口）
１８　　仮置き棚
１９　　投影映像
１９ａ　商品棚への投影映像
１９ｂ　仮置き棚への投影映像
１９ｃ　待ち時間を有する出荷容器への投影映像
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